
 
事 務 連 絡 

令和３年８月１９日 

 

 

秋田県内一般旅客自動車運送事業者 各位 

 

 

東北運輸局秋田運輸支局長 

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染者の輸送に関する 

道路運送法第２０条の取扱について 

 

標記について、東北運輸局自動車交通部長から別添のとおり通知があったので、

了知願います。 

なお、関係自治体及び保健所より具体的な相談があった場合には本取扱に従い対

応し、相談内容を当支局輸送・監査部門へ報告願います。また、本取扱に該当する

運送を行った場合には別添様式により速やかに当支局輸送・監査部門へ報告願いま

す。 

 



東北運輸局

運輸支局長　あて

輸送日時（出庫） 輸送日時（帰庫） 登録番号 輸送経路（出発地） 輸送経路（到着地） 輸送人員
備考（依頼のあった自治体・保

健所名等を記載）

※当該輸送を行った場合には、遅滞なく当該車両が属する営業所を管轄する運輸支局に提出すること。

※輸送経路について、複数の出発地、到着地がある場合には、全て記載すること。

新型コロナウイルス感染症の感染者の輸送に関する報告書

事業者名

※この報告書は、「新型コロナウイルス感染症の感染者の輸送に関する道路運送法第20条の取扱いについて（令和３年８月11日付け事務連絡）」に基づき、区域外輸送を行っ
た場合に報告するものとする。








